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平成２8年〔2016年〕12月15日発行 1【ちば広域連合だより　第21号】

　広域連合の運営に必要な事務費である「一般会計」の歳入決算額（収入）は４６億８，４６０万円、歳出
決算額（支出）は４５億３，９３６万円で歳入歳出差引額は１億４，５２４万円でした。この金額は２８年度
に繰り越しました。

　被保険者のみなさまの医療費の給付等に使われた「特別会計」の歳入決算額（収入）は５，４６０億
８，９７９万円、歳出決算額（支出）は５，３５５億１，３８０万円で歳入歳出差引残額は１０５億７，５９９万円
でした。この残額は、国庫負担金等の精算による返還金のほか、みなさまの保険料の負担を軽減する
ために設置されている保険料調整基金に積み立てます。
　歳出は、医療給付費（みなさまの自己負担額を除いた医療費）が5,131億円で95.8％を占めてい
ます。その他に葬祭費１８億円、保健事業費２２億円、医療機関へ医療費を支払うための手数料１１億
円などの経費を支払いました。
　これらの経費には、みなさまから納められた保険料４５５億円、国・県・市町村からの支出金２，５８８億
円のほか、現役世代からの支援金（支払基金交付金）２，１７８億円などが充てられています。

千葉県人口6,242,086人（平成２8年11月１日現在） 被保険者数719,023人（平成２8年10月31日現在）

75歳以上（一定の障がいのあるかたは65歳以上）のかたを対象とする後期高齢者医療制度のお知らせです。

お問い合わせ先　総務課　☎043-216-5011
平成２７年度の決算状況をお知らせします

FAX 043-206-0085

保 険 料 は 貴 重 な 財 源 で す

特別会計の内訳

　被保険者のみなさまから納められた保険料は、後期高齢者医療制度を運営するための貴重な財源
です。納付期日までの保険料の納付にご協力ください。
　また、納付が困難な場合は、お住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当課にご相談ください。

歳入
5,460億
8,979万円

その他（4.4％）
239億4,568万円

みなさまからの保険料（8.3％）
455億2,582万円

その他（3.8％）
202億6,205万円

市町村支出金
（9.0％）
489億5,660万円

国庫支出金
（30.7％）
1,676億
1,971万円

県支出金
（7.7％）
422億5,521万円

現役世代が
加入している
保険制度
からの
支援金
（39.9％）
2,177億
  8,677万円

療養給付費（88.6％）
4,747億1,358万円

療養費（3.1％）
166億
4,490万円

医療給付費
（95.8％）

保健事業費（0.4％）
21億8,950万円

高額療養諸費（4.1％）
217億377万円

歳出
5,355億
1,380万円
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　平成２７年度の医療費の総額は、５，５７１億86万円となっており、そのうち医療給付費（みなさまの
自己負担額を除いた医療費）として５，１１９億６，９７１万円を千葉県後期高齢者医療広域連合が負担
しています。
　千葉県の一人当たりの医療給付費は、７５万５，１６５円となり、前年度７３万７，７５３円と比較し約
２％増加しました。（一人当たりの保険料額は６万７，００2円）
　医療費の増加は、みなさまの保険料の増加につながります。健康診査を積極的に受診して健康管
理に努めるとともに「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」を利用するなどして、医療費の適正化にご協
力をお願いします。

平成27年度 前年度（２6年度）

356億8,979万円
（6.84％）5，571億86万円

338億14万円
（7.07％）5，119億6，971万円

1万7,412円
（2.36％）75万5，165円

▲1,252円
（▲1.83％）6万7，002円

5，214億1，107万円

4，781億6，957万円

73万7，753円

6万8，254円

増　減

被保険者の受診内容について

お問い合わせ先　給付管理課　☎043-216-5013
平成27年度の千葉県の一人当たりの医療費等について

1 位は、どちらも生活習慣が大きく関係する循環器系の疾患となっています。

医 療 費 の 総 額

医 療 給 付 費 の
総 額
一 人 当 た り の
医 療 給 付 費

一 人 当 た り の
保 険 料 額

受診件数
105万2,277件

受診点数
36億5,220万点

循環器系の疾患
26.8％

循環器系の疾患
26.9％

新生物
11.5％

新生物
3.9％

消化器系の
疾患
10.3％

消化器系の疾患
17.7％    腎尿路

生殖器系
の疾患
7.9％

腎尿路生殖器系
の疾患
3.2％

筋骨格系及び
結合組織の
疾患
7.8％

筋骨格系及び
結合組織の疾患
11.4％

   損傷、
 中毒及び
その他の
外因の影響
8.3％

損傷、中毒及び
その他の外因
の影響
3.4％

呼吸器系の疾患
6.3％

呼吸器系の疾患
3.4％

内分泌、栄養及び
代謝疾患
5.6％

内分泌、
栄養及び
代謝疾患
9.0％

神経系の疾患
3.8％

神経系の疾患 
3.1％

眼及び付属器の疾患
3.4％

眼及び
付属器の疾患
8.2％

その他
8.3％その他

9.8％

※速報値ですので、今後変更となる可能性があります。また、決算額の医療給付費とは一致しません。
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　後期高齢者医療保険料は、平成２８年中（１月１日から１２月３１日まで）に納付した全額が社会保険料控
除の対象となります。確定申告の際、納付した金額を申告書に記載してください。
●特別徴収のかた
　年金天引きされているかたは、年金の源泉徴収票に控除金額が記載されているのでご確認ください。
●普通徴収のかた
　口座振替や納付書によりお支払されているかたは、通帳や領収書をご確認ください。
　また、後期高齢者医療保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主や配偶者も連帯して
納付する義務があります。世帯主又は配偶者としてご家族の後期高齢者医療保険料を納付したとき
は、その納付額の全額が納付したかたの社会保険料控除の対象となりますので、確定申告の際にご
自身の社会保険料の額と合算して申告してください。
　納付した金額等不明な点は、お住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当課にお問い合わせくだ
さい。
　なお、確定申告についての詳細は、所轄の税務署にご相談ください。

　広域連合では、被保険者の一部負担金に関する公平性の確保と適正な医療給付を図るため、「被
保険者資格の喪失等に伴う医療費の支払い」や「被保険者の負担割合の変更に伴う差額分について
の支払い」を求める納入通知書をお送りします。
●「被保険者資格の喪失等に伴う医療費の支払い」とは・・・
　転出等により被保険者資格を失った後、又は資格を取得される前に、被保険者証を使用して医療給
付を受けた際、当広域連合で負担した医療費を返還していただきます。
●「負担割合の変更に伴う差額分の支払い」とは・・・
　所得の修正申告等により、医療機関等で受診した際に窓口でご負担いただく負担割合が、１割から
３割負担に変更となった場合、２割分の差額を返還していただきます。
※現在、平成２4年以降の所得の修正等があったすべてのかたについて、確認作業を行っており、過
　去の分についても、返還を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※負担割合が３割から１割に変更となった場合の差額分の請求の際は、申請手続が必要となります
　ので、お住まいの市（区）町村窓口でお手続をお願いします。

後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象となります

お問い合わせ先　資格保険料課　☎043-308-6768

平成 28年分の確定申告をされるかたへ

お問い合わせ先　給付管理課　☎043-216-5013

「被保険者資格の喪失等に伴う医療費の請求」及び
「被保険者の負担割合変更に伴う一部負担金の

差額分の請求」について

該当するかたには、広域連合から通知をお送りいたしますので、同封の納入通知書に記載さ
れている金融機関で、納付期限までにお支払いをお願いします。
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　広域連合は、千葉県及び各市町村が作成する計画のため、被保険者のみなさまの医療機関の受診状
況等に関する情報を提供しました。
　このように計画策定のために個人情報を提供することに関する妥当性等については、広域連合個人
情報保護条例の規定により、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、公益上の理由があるため、相当
と認められるとの答申を受けています。
　被保険者のみなさまのより良い生活のための計画を策定等するための提供となっておりますので、
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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（平成２８年１2月1日現在）

第２回定例会の議案と議決結果

■議案第1号 【原案同意】

■議案第2号 【原案認定】

■議案第3号 【原案認定】

■議案第4号 【原案可決】

■議案第5号

監査委員の選任について
平成27年度一般会計歳入歳出決算の認定について
平成27年度特別会計歳入歳出決算の認定について
平成28年度一般会計補正予算（第1号）
平成28年度特別会計補正予算（第1号） 【原案可決】

 (議案名中の『千葉県後期高齢者医療広域連合』は省略)

 (会議録は、1月にホームページに掲載予定です。)

　１１月７日に、千葉市内で平成２８年第２回千葉県後期高齢
者医療広域連合議会定例会が開催されました。
　定例会では、広域連合長が提出した、平成２８年度一般会
計補正予算案など５件が審議され、全て原案のとおり可決さ
れました。
　一般質問には４人が登壇し、後期高齢者医療制度と広域連
合の運営についての質疑が行われました。
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次回の広域連合議会定例会は、平成２９年２月１０日（金）に開催する予定です。

受付時間/午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

受診状況等に関する個人情報の提供について

医療費の自己負担額や保険料の減免について

〈お問い合わせ先〉総務課　☎043-216-5011

〈お問い合わせ先〉資格保険料課　☎043-308-6768

お問い合わせ先　議会事務局　☎043-216-5011

平成２８年第２回広域連合議会定例会が開催されました

FAX

議会事務局

各課共通

本紙

　災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情により、医療費の自
己負担額や保険料を納めることが困難になったときは、申請によりその医療費の自己負担額や保険料
が減免される場合があります。
　お住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当課にご相談ください。

　広域連合・市（区）町村・金融機関などの職員を名乗り、「還付金があります」など
とかたり、お金をだまし取ろうとする事件が全国で多発しております。
　少しでもおかしいと感じたら、広域連合、お住まいの市（区）町村窓口、最寄りの
警察署等にご相談ください。

｢ A TM で還付金が戻る」という電話は詐欺！

還付金が
あります。
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